
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
あ
る
場
合
、

翌
年
度
の
住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ

る
制
度
で
す
。
平
成
21
年
度
の
税

制
改
正
に
よ
り
、
平
成
21
年
か
ら

平
成
25
年
ま
で
の
間
に
入
居
し
た

方
も
控
除
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で

ま
た
は
平
成
21
年
か
ら
平
成
25
年

ま
で
の
間
に
入
居
し
、
前
年
の
所

得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
引

き
き
れ
な
い
方

平
成
21
年
分
（
住
民
税：

平
成

22
年
度
）
か
ら
、
町
へ
の
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
の

提
出
は
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。

（
年
末
調
整
・
確
定
申
告
の
内
容

に
よ
り
適
用
さ
れ
ま
す
。）

○
年
末
調
整
で
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

を
受
け
た
方
は
、
勤
務
先
か
ら
役

場
に
提
出
さ
れ
る
給
与
支
払
報
告

書
の
摘
要
欄
に
�
「
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
可
能
額
」
と
�
「
居

住
開
始
年
月
日
」
が
記
載
さ
れ
て

い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
左
図
）

源
泉
徴
収
票
に
て
確
認
い
た
だ

き
、
摘
要
欄
に
記
載
が
な
い
場
合

は
勤
務
先
の
経
理
担
当
者
等
に
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

○
確
定
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、
確

定
申
告
書
の
二
表
「
特
例
適
用
条

文
等
」
欄
に
入
居
年
月
日
の
記
載

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で

の
間
に
入
居
し
た
方
で
、
次
の
場

合
に
該
当
す
る
方
は
、「
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」

を
提
出
す
る
こ
と
で
、
平
成
21
年

度
以
前
の
控
除
額
算
出
方
法
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

・
山
林
所
得
を
有
す
る
場
合

・
確
定
申
告
に
よ
り
退
職
所
得
の

税
金
を
納
税
す
る
場
合

・
変
動
所
得
・
臨
時
所
得
を
有
し

平
均
課
税
の
適
用
を
受
け
る
場

合申
告
を
さ
れ
る
方
は
、
毎
年
3

月
15
日
ま
で
に
申
告
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

期
限
ま
で
に
申
告
書
が
提
出
さ

れ
な
か
っ
た
場
合
は
、左
記
の「
住

民
税
か
ら
の
控
除
額
」
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

次
の
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か

小
さ
い
額

①
前
年
分
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可

能
額
の
う
ち
所
得
税
か
ら
控
除

し
き
れ
な
か
っ
た
額

②
前
年
分
の
所
得
税
の
課
税
総
所

得
金
額
等
の
5
％
（
最
高
9
7,

5
0
0
円
）

所
得
税
で
控
除
期
間
を
15
年
に

延
長
す
る
特
例
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
住
民
税
か
ら
控
除
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

3

税
務
課
町
民
税
係
9
２
１
５

２

6

平成21年分給与支払報告書（源泉徴収票（見本））

対 
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者�
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住
民
税
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ら
の
控
除
額�

平
成
　
年
、20
年
に
入
居
し
た
方�

19�

（住宅ローン控除）�
について�

住宅借入金等�
特別税額控除�

対 

象 

者�

手 

続 

き�

住
民
税
か
ら
の
控
除
額�

平
成
　
年
、20
年
に
入
居
し
た
方�

手 

続 

き�

19�

（住宅ローン控除）�
について�

住宅借入金等�
特別税額控除�

対 

象 

者�

手 

続 

き�

住
民
税

住
民
税
か
ら
の
控
除
額

控
除
額�

平
成
　
年
、20
年
に
入
居
し
た
方�

住
民
税
か
ら
の
控
除
額�

19�

（住宅ローン控除）�
について�

住宅借入金等�
特別税額控除�

対 

象 

者�

手 

続 

き�

住
民
税
か
ら
の
控
除
額�

平
成
平
成
　
年
、
年
、2020
年
に
入
居
し

入
居
し
た
方�

平
成
　
年
、20
年
に
入
居
し
た
方�

1919�19�

（住宅ローン控除）�
について�

住宅借入金等�
特別税額控除�

対 

象 

者�

手 

続 

き�

住
民
税
か
ら
の
控
除
額�

平
成
　
年
、20
年
に
入
居
し
た
方�

19�

（住宅ローン控除）�
について�

住宅借入金等�
特別税額控除�
（住宅ローン控除）�

について�

住宅借入金等�
特別税額控除�

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります
ので、確定申告の際は、忘れずに申告しましょう。
国民年金保険料の支払いについて社会保険料控除を受けるた

めには、保険料の支払いを証明する書類が必要です。
確定申告の際には、厚生労働省から送付される『社会保険料

（国民年金保険料）控除証明書』（はがき）や保険料を納めたとき
に交付される領収証書を添付してください。
◎昨年9月30日時点で、国民年金保険料の納付実績のあった方
→控除証明書は、昨年11月に社会保険庁から送付されています。
◎昨年10月1日以降にその年初めて国民年金保険料を納めた方
→2月に、控除証明書が厚生労働省から送付されます。
控除証明書に関するお問合わせ
・専用ダイヤル�０５７０－０７０－１１７（平日8時30分～
17時15分、第2土曜日9時30分～16時）
・大宮年金事務所�６５２－３３９９

法人、個人事業主（アパート経営・農業経
営も対象）のみなさんが、事業のために使用
している機械・器具・備品・所得税の減価償
却資産として計上している資産（家屋・自家
用車等を除く）等の償却資産は、申告が必要
です。
今年の申告期限は2月1日までとなっていま

したがお済みでしょうか。
まだ申告をしていない方は、至急申告をし

てください。
申告書の記入方法がわからない方や、ご不

明な点がありましたら、税務課固定資産税係
9２１５４までお問い合わせください。

確定申告のときに、国民年金保険料の�
支払いを証明する書類が必要です�

償却資産の申告は�
お済みですか�

■�■�
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7

こ
れ
ま
で
、
北
部
区
画
整
理
事

業
地
内
に
お
け
る
各
敷
地
か
ら
道

路
内
に
整
備
し
た
下
水
道
（
汚
水

管
）
へ
接
続
す
る
た
め
の
汚
水
取

付
管
（
原
則
1
画
地
1
箇
所
）
に

つ
い
て
は
、
申
し
出
に
応
じ
て
、

土
地
区
画
整
理
事
業
で
設
置
し
て

き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
埼
玉
県
施
行

で
あ
る
北
部
区
画
整
理
事
業
に
係

る
工
事
も
、
今
年
度
で
終
了
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
汚
水
取
付
管
の

設
置
申
込
受
付
は
、
平
成
22
年
2

月
末
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

な
お
、
平
成
22
年
3
月
以
降
に

汚
水
取
付
管
を
設
置
す
る
場
合
は

自
己
負
担
と
な
り
ま
す
の
で
、
設

置
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
早
め
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

2
/
3

埼
玉
県
伊
奈
新
都
市
建

設
事
務
所
�
７
２
２
┃
１
１
７
５

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

と
は
、家
庭
責
任
を
果
た
し
た
り
、

健
康
維
持
、自
己
研
修
等
の
た
め
、

文
字
通
り
、
仕
事
と
生
活
の
バ
ラ

ン
ス
を
整
え
る
こ
と
で
す
。

要
す
る
に
、「
働
き
方
の
見
直

し
」
を
行
う
こ
と
で
す
が
、
単
に

労
働
時
間
を
短
く
す
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
仕
事
の
進
め
方
や

時
間
管
理
の
効
率
化
を
進
め
る
と

と
も
に
、
短
時
間
勤
務
、
フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
制
、
在
宅
勤
務
、
多

目
的
な
長
期
休
業
な
ど
の
多
様
な

時
間
制
度
を
選
択
で
き
る
柔
軟
な

就
業
環
境
を
整
え
る
こ
と
を
指
し

ま
す
。

こ
れ
は
、
個
人
だ
け
で
な
く
、

企
業
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
個
人
の

意
欲
向
上
、
仕
事
の
効
率
化
に
よ

る
コ
ス
ト
削
減
な
ど
で
す
。

子
ど
も
が
で
き
た
場
合
に
、
男

性
が
自
分
も
子
育
て
を
や
り
た
い
、

ま
た
親
世
代
が
高
齢
と
な
り
、
介

護
を
行
い
た
い
と
考
え
て
も
、
現

実
に
は
ま
だ
ま
だ
難
し
い
状
況
で

す
が
、
少
し
ず
つ
社
会
に
広
ま
っ

て
い
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
は
、
男
女
の
固

定
的
役
割
分
担
を
見
直
す
と
と
も

に
、
働
き
方
を
変
え
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
「
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
が
推
進
さ

れ
、
仕
事
上
の
責
任
を
果
た
す
と

と
も
に
、
子
育
て
や
介
護
へ
の
対

応
が
容
易
に
な
り
、
多
様
な
生
き

方
が
選
択
・
実
現
で
き
る
社
会
を

目
指
し
ま
す
。

3

人
権
推
進
課
9
２
２
４
１

新
築
、
増
築
し
た
家
屋
に
つ
い

て
は
、
建
築
材
料
、
床
面
積
な
ど

を
調
査
し
て
、
固
定
資
産
税
の
算

出
基
礎
と
な
る
評
価
額
を
決
定
し

ま
す
。

該
当
す
る
お
宅
に
は
、
税
務
課

職
員
が
事
前
に
日
程
調
整
の
う
え
、

調
査
に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
家
屋
の
全
部
あ
る
い
は

一
部
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
滅

失
登
記
を
行
っ
た
場
合
を
除
き
、

町
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
町
職
員
を
装
う
者
が
い
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。不
審
に
思
わ
れ
た
場
合
は
、

税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

3

税
務
課
固
定
資
産
税
係
9
２

１
５
４

公
平
委
員
の
永
島
宣
征
氏
は
任

期
満
了
と
な
り
ま
し
た
が
、
12
月

22
日
付
け
で
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

永
島
氏
は
、
平
成
13
年
12
月
か

ら
公
平
委
員
会
委
員
を
務
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

公
平
委
員
会
委
員
に 

永
島 

宣
征 

氏�

家
を
新
築
・
増
築
さ
れ
た
方
へ�

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い�

【基準日】 平成22年2月1日
【調査の対象】 農業や林業を営んでいる農家・林家や法人など
【調査期間・方法】
調査員が1月中旬から2月上旬にかけて訪問し、調査対象となる条件を満た
しているか伺います。調査の対象となった場合は、調査票を配布しますので、
調査票にご記入をお願いします。
ご注意ください！
統計調査員は、身分を証明する「調査員証」を携帯しています。ご不審な
点がありましたら、企画課秘書広報係9２２１３までお問い合わせください。

2010年世界農林業センサス 
マスコットキャラクター 

「つっちー」 

北
部
区
画
整
理
事
業
地
内
の

汚
水
取
付
管
の

設
置
申
込
受
付
は

2
月
末
ま
で
で
す

北
部
区
画
整
理
事
業
地
内
の

汚
水
取
付
管
の

設
置
申
込
受
付
は

2
月
末
ま
で
で
す

〜
埼
玉
県
伊
奈
新
都
市�

　
　
建
設
事
務
所
か
ら
の
お
願
い
〜�

汚水ます 

官民境界 

汚水取付管 

下水本管 

あ
な
た
ら
し
く
、わ
た
し
ら
し
く�

〜
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・�

　
　
バ
ラ
ン
ス
の
推
進
〜�

男
女
共
同
参
画
シ
リ
ー
ズ
④ 
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